
平
成
三
十
一
年
三
月
十
九
日
受
領

答

弁

第

八

六

号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
八
六
号

平
成
三
十
一
年
三
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
毎
月
勤
労
統
計
調
査
に
お
け
る
遡
及
改
訂
の
意
義
と
断
層
の
評
価
等
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
毎
月
勤
労
統
計
調
査
に
お
け
る
遡
及
改
訂
の
意
義
と
断
層
の
評
価
等
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

例
え
ば
、
Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
証
券
株
式
会
社
チ
ー
フ
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の
河
野
龍
太
郎
氏
等
が
、
平
成
二
十
七
年
四
月
十
四
日

付
の
同
社
が
発
行
す
る
「E

c
o
n
o
m
ic
S
p
o
tlig
h
t

」
に
お
い
て
、
「
サ
ン
プ
ル
入
れ
替
え
に
伴
う
調
整
に
よ
っ
て
、
二
千
十

二
年
二
月
に
遡
及
し
て
賃
金
や
労
働
時
間
の
デ
ー
タ
が
修
正
さ
れ
、
特
に
所
定
内
給
与
、
現
金
給
与
総
額
の
前
年
比
の
伸
び

が
大
き
く
下
方
改
定
さ
れ
た
」
こ
と
、
「
サ
ン
プ
ル
入
れ
替
え
前
は
、
所
定
内
給
与
は
二
千
十
四
年
半
ば
か
ら
前
年
比
で
増

加
に
転
じ
て
い
た
が
、
サ
ン
プ
ル
入
れ
替
え
後
、
二
千
十
四
年
中
は
マ
イ
ナ
ス
基
調
と
な
り
、
二
千
十
五
年
一
月
か
ら
よ
う

や
く
プ
ラ
ス
に
転
じ
て
い
る
。
足
元
で
賃
金
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
回
復
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
サ
ン

プ
ル
入
れ
替
え
前
よ
り
半
年
程
度
、
後
ズ
レ
し
て
い
る
」
こ
と
等
を
指
摘
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
政
府
統
計
」
及
び
「
過
去
の
発
表
値
に
遡
及
し
て
数
値
を
改
定
す
る
こ
と
・
・
・
を
行
う
べ
き
で
な
い
こ
と
」

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
毎
月
勤
労
統
計
調
査
に
お
け
る
賃
金
及
び
労
働
時
間
の
指
数
を
遡

一



及
改
定
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
記
し
た
資
料
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
平
成
三
十
年
八
月
二
十
八
日
の
統
計
委
員
会
の
資
料
六

－
二
「
「
毎
月
勤
労
統
計
」
の
接
続
方
法
及
び
情
報
提
供
に
係
る
統
計
委
員
会
の
評
価
（
案
）
」
（
以
下
「
統
計
委
員
会
の

評
価
（
案
）
」
と
い
う
。
）
等
が
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
麻
生
議
員
提
出
資
料
」
は
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
問
題
を
提
起
し
た
も
の
で
は
な
く
、
毎
月
勤
労
統
計
調
査
の

調
査
対
象
事
業
所
の
入
替
え
時
に
「
非
連
続
な
動
き
（
数
値
の
ギ
ャ
ッ
プ
）
」
が
生
じ
て
い
る
旨
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
四
日
の
経
済
財
政
諮
問
会
議
に
お
い
て
、
同
会
議
の
有
識
者
議
員
か
ら
、

「
経
済
統
計
を
改
善
す
る
に
当
た
り
、
横
串
で
取
り
組
む
べ
き
課
題
」
の
一
つ
と
し
て
提
起
さ
れ
た
「
サ
ン
プ
ル
替
え
の
際
、

足
元
の
基
調
が
変
わ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
過
去
の
デ
ー
タ
が
遡
っ
て
大
き
く
改
定
さ
れ
た
り
す
る
が
、
サ
ン
プ
ル
替
え
の
仕

方
、
あ
る
い
は
遡
及
改
訂
す
る
際
の
過
去
の
サ
ン
プ
ル
と
の
整
合
性
の
確
保
の
仕
方
な
ど
が
統
計
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
で
あ

る
と
い
う
現
状
が
あ
る
」
旨
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

二



御
指
摘
の
「
原
則
的
な
考
え
方
」
が
分
か
る
も
の
と
し
て
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
三
十
一
日
の
統
計
委
員
会
横
断
的
課

題
検
討
部
会
新
旧
デ
ー
タ
接
続
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
資
料
一
「
「
サ
ン
プ
ル
替
え
に
伴
い
遡
及
改
訂
す
る
際
の
過

去
サ
ン
プ
ル
と
の
整
合
性
確
保
の
あ
り
方
」
に
関
す
る
審
議
取
り
ま
と
め
結
果
」
に
お
い
て
「
各
種
統
計
調
査
の
接
続
方
法

に
係
る
『
望
ま
し
い
方
法
』
」
と
し
て
結
論
付
け
ら
れ
た
「
全
数
調
査
な
ど
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
と
な
る
も
の
が
存
在
す
る
場
合
、

そ
れ
を
利
用
し
て
数
値
を
確
定
す
る
」
等
の
記
述
、
及
び
平
成
三
十
一
年
二
月
十
九
日
の
衆
議
院
総
務
委
員
会
に
お
け
る
西

村
統
計
委
員
会
委
員
長
の
「
原
則
論
を
申
し
上
げ
ま
す
と
・
・
・
調
査
統
計
で
す
が
、
こ
れ
は
、
調
査
票
を
そ
の
ま
ま
集
計

す
る
の
で
、
原
則
と
し
て
遡
及
改
定
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
既
に
決
め
て
お
り
ま
し
た
」
と
の
参
考
人
と
し
て
の
答
弁
が

あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
遡
及
改
定
」
を
行
う
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
個
々
の

統
計
の
目
的
、
内
容
等
に
応
じ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
国
民
経
済
計
算
の
雇
用
者
報
酬
に
つ
い
て
は
、
毎
月
勤
労
統
計
調
査
と
は
異
な
り
統
計
調
査
以
外
の
方
法
に
よ
り

作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
内
閣
衆
質
一
九
八
第
五
四
号
）
九
に
つ
い
て
で
お

三



答
え
し
た
と
お
り
の
考
え
方
に
沿
っ
て
、
御
指
摘
の
「
段
差
」
の
調
整
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
経
済
や
社
会
情
勢
の
実
態
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
「
現
金
給
与
総
額
推
移
（
対
前
年
比
）
」
の
実
態
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た

め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

十
一
及
び
十
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
標
本
の
部
分
入
替
え
」
に
関
す
る
「
記
述
」
に
つ
い
て
は
、
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査

平
成
三
十
年
一
月
分

結
果
確
報
」
（
平
成
三
十
年
四
月
六
日
厚
生
労
働
省
公
表
）
以
降
の
「
結
果
速
報
」
及
び
「
結
果
確
報
」
に
お
い
て
、
当
該

記
述
と
同
趣
旨
の
記
載
事
項
と
し
て
「
調
査
事
業
所
の
う
ち
三
十
人
以
上
の
抽
出
方
法
は
、
従
来
の
二
〜
三
年
に
一
度
行
う

総
入
替
え
方
式
か
ら
、
毎
年
一
月
分
調
査
時
に
行
う
部
分
入
替
え
方
式
に
平
成
三
十
年
か
ら
変
更
し
た
。
賃
金
、
労
働
時
間

指
数
と
そ
の
増
減
率
は
、
総
入
替
え
方
式
の
と
き
に
行
っ
て
い
た
過
去
に
遡
っ
た
改
訂
は
し
な
い
」
等
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

四



ま
た
、
御
指
摘
の
「
断
層
」
に
関
す
る
「
記
述
」
に
つ
い
て
は
、
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査

平
成
三
十
年
八
月
分
結
果
速

報
」
（
平
成
三
十
年
十
月
五
日
厚
生
労
働
省
公
表
）
以
降
の
「
結
果
速
報
」
及
び
「
結
果
確
報
」
に
お
い
て
、
当
該
記
述
と

同
趣
旨
の
記
載
事
項
と
し
て
「
平
成
三
十
年
一
月
に
標
本
の
部
分
入
替
え
や
基
準
と
す
る
母
集
団
労
働
者
数
の
更
新
を
行
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
賃
金
と
労
働
時
間
の
前
年
同
月
比
に
は
、
一
定
の
断
層
が
含
ま
れ
る
」
等
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

毎
月
勤
労
統
計
調
査
の
「
結
果
速
報
」
及
び
「
結
果
確
報
」
（
以
下
「
結
果
速
報
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
調
査
の
結
果

の
概
要
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
統
計
の
利
用
者
に
と
っ
て
の
分
か
り
や
す
さ
や
理

解
促
進
等
の
観
点
か
ら
、
利
用
上
の
注
意
等
の
記
載
内
容
の
見
直
し
を
随
時
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
記
載
事
項
は
、
そ
の

中
で
結
果
速
報
等
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

十
三
に
つ
い
て

毎
月
勤
労
統
計
調
査
に
お
け
る
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
（
ウ
エ
イ
ト
）
（
同
調
査
に
お
い
て
平
均
賃
金
や
平
均
労
働
時
間
を
求
め

る
際
の
加
重
平
均
に
用
い
る
労
働
者
数
を
い
う
。
）
の
更
新
時
に
賃
金
及
び
労
働
時
間
の
指
数
を
御
指
摘
の
よ
う
に
「
新
旧

計
数
を
そ
の
ま
ま
接
続
」
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
統
計
委
員
会
の
評
価
（
案
）
に
お
い
て
「
標
準
的
な
対
応
と
評
価
で
き

る
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
こ
う
し
た
対
応
に
つ
い
て
見
直
す
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

五



十
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
断
層
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
日
の
統
計
委
員
会
の
資
料
八
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
に
つ

い
て
」
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
一
月
分
き
ま
っ
て
支
給
す
る
給
与
（
常
用
労
働
者
五
人
以
上
）
【
再
集
計
値
】
」
に
係
る

も
の
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
数
値
は
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

十
五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
昨
年
の
毎
月
勤
労
統
計
調
査
結
果
」
及
び
「
現
金
給
与
総
額
（
名
目
賃
金
）
の
伸
び
率
お
よ
び
実
質
賃
金
の

伸
び
率
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

十
六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
原
因
」
に
つ
い
て
は
、
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査

平
成
三
十
一
年
一
月
分
結
果
速
報
」
（
平
成
三
十
一
年
三

月
八
日
厚
生
労
働
省
公
表
）
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
に
基
準
と
す
る
母
集
団
労
働
者
数
（
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
）
の
更
新
を
行

っ
た
た
め
、
平
成
三
十
年
に
お
い
て
は
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
の
違
い
に
よ
る
断
層
が
発
生
し
て
い
ま
し
た
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る

と
お
り
で
あ
る
。

十
七
及
び
十
八
に
つ
い
て

六



御
指
摘
の
「
労
働
者
全
体
の
賃
金
の
水
準
」
の
「
実
態
」
及
び
「
景
気
指
標
と
し
て
の
賃
金
変
化
率
」
の
「
実
態
」
の
具

体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

七


